
高知県における「地区別防災カルテ

整備事業」の取り組みと課題

・ は じ め に

歴 史 と自 然 の 国 「国 民 休 暇 県･ 高 知」…………人

と 自然 の お もし ろ カ ン ト リー …………。< お まん 、

よ う来 たの う〉 坂 本 能 馬 が 、 中 岡 慎 太 郎 が、

ひ ょ い と声 を か けて き そ うな 街 角 。［1本 最 後

の 清 流 と紹 介 さ れた 「四 万 十 川 」 に代 表 さ れ

る手 つ か ず の 美 しい 山 河。 総 而 積7.107 �2.

南 は足 摺 岬、 室 戸 岬 な ど風 光明 媚 な景 観 を 有

し、 黒 潮 洗 う海 岸 線 が705 � 連 な る 。 北 は 西

日 本 最 鳥 峰 の 石 槌山 を は じ め とす る四 国 連 山

を 川 境 とし、 その 長 さ は351.9km に 及ぶ 。 森

林 而 偵 率 は 日 本 一。 こ うし た 背 景 の 高 知 県 は

地 理 的 、 気 象 的 には 台 風 の 常 襲 県 で あ り、 災

害 多 発 県 で もあ る。

・ 本 県 に お け る 地 区 別 防 災 カ ル テ 整備 事 業 へ

の 取 り 組 み の 背 景

住 民 が 防 災 活 動 を 実 施 す る と き、 その指 針

とな る もの に 地 域 防 災 計 画 が あ る。 し か し な

が ら正 直 な とこ ろ 川 民 の 大 部 分 は こ の 計 画の

内 容 に つ い て十 分 認 識 し て い る とは 言 い難 い。

日頃の住民の防災意識の在り方や知識が地

域 の 防 災性 の 向上 に 貢 献 す るこ とは 言 う まで

もな い。 本 県 が 地 区 別 防 災 カ ル テ の 整 備 につ

い て 、 その取 り 組 み の 直接 的 な契 機 となっ た

もの に、 昭 和62 年 ８ 月 に 消 防 庁 が 実 施 し た

「 地 区 別 防 災 カ ル テ に 関 す る ア ン ケー ト 調

査」 があ る。 こ の 調 査 の 結果 は、 こ れ まで に

地区 別 防 災カ ル テ の幣 備事 業 とし て 本格 的 に

高知 鵬R 務部消防交通安全課

防災班長　 片　 山　 四 志 男

取り組んできた市|町村は皆無であったが、 そ

の大半の市町村が将来的には、その整備の必

要性を認識していることであった。このため、

県は地域における防災対策を進めるうえでの

メリットを期待し財政当局と協議した結果、

予算額300 万円 と板めて少額ではあ るが、県

単独補助事業「地域防災体制整備事業費補助

金」のなかで、これまで対応してきた「防火

水そう」「通信体制」等の事業種目に新たに

「地区別防災カルテ整備事業」を加え，昭和

63年度からスタートすることとなった。初年

度実施した市町村は９市町。本年皮も９市町

村が実施することとなり、県は53 全市町村の

早期整備を図る計画である。

・本県における地区別防災カルテ整備事業の

特徴

予算的には､前述のように補助金予算枠300

万円。対象事業費1000万円、補助率３分の１

と佗しい限りであ り、御世辞にも他県向けに

紹介できるもので･はないが、県としては、市

町村の積極的、自主的な取 り級みに期待をす

るものであり、市町村における防災体制を整

備するための後押しをしているにすぎない。

予めこの点の理解を願ったうえで以下本県の

収り組みの 一般的な特徴なりを述べてみたい。

まず本県における地区別防災カルテの作成目

的は、 その活川の而から（１）行政活用型

（地図及び台帳）（２）住民活用型（地区別防
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災地図) に分けることができる。前者はその

利川目的から、地域の災害危険性や防災性を

総合的かつ明確に把握できるものでなければ

ならない。また後者は住民に理解しやすいも

のにするためにできる限り余分な ものは削除

し、見やすい形にまとめる工夫が必要となる。

本県はいづれの活用を採るにしても、地図は

地区別防災カルテに必要不可欠なものであり、

地理的条件(郡部は集落が散在している)から

縮尺5,000分の１を標準として作成している。

地域に潜在する危険性については、行政側

としては住民に周知させる義務があろうし、

住民 もそれを知る権利があろうけれど、その

活用方法については当該市町村の判断に委ね

ることとしている。

〈地区別防災カルテの記祓項目〉

地区別防災カルテに記載する項目は、当然

のことながら対象とする災害の種別によって

異なる。本県は風水害の見舞われやすい地理

的気象的な条件下にあるため。急傾斜、地す

べり、土石流、河川浸水、地盤液状化等の状

況を杷握することに重きをおき、人日・家屋

の分布状況、防災関係施設、避難場所等の細

分化された項目を選択することが要求される。

なお、この項目選定の作業に当っては消防

庁のカルテに関する作成マニュアルが示され

ていないため苦慮するところであるが、実施

市町村の意向を重視するとともに、委託先

(財) 消防科学総合センターの主任研究員で

ある日野宗門工学原士の御助言をいただきな

がら決定することとしている。

さて、県下53 市町村のなかで、人口の集中

化が進み、現在31万市民の住む地方中核都市

の高知市は本年皮、市制100 周年を迎えた。

災害のない街づくりを目指して地域防災体制

整備の一環として地区別防災カルテの作成に

力を入れているので次に若干紹介してみたい。

<高知市の取組み〉

当市では平成元・２年度に航空写真やボー

リング調査に基づいて、地形や地盤、地質に

応じた洪水、山崩れ、 津波 などの危険度を

チェックし、分類図を作成。３年度に市内の

危険物・高層ヒりレなどの分布状況や人口・住

宅密集度などの社会的条件を調査し、災害の

種類ご とに危険度を総合的に判定した「地区

別防災カルテ」を作成することとしている。

総事業費約2,200 万円。市内を百ヵ所程度に

区分し、集中豪雨の際、降雨量に応じた洪水

の恐れのある地区や地震等で火災が発生した

場合、類焼被害の出そうな範囲をカラー地図

で分かりやすく表示して住民 に防災情報を伝

へ意識を高める（住民活用型）一方、防災課

題について防災、水防計画に対策を盛り込む

のはもちろん、街づくりの計画にも反映させ

（行政活用型）安全で災害に強い都市構造、

施設整備を目指している。

・地区別防災カルテの問題点と今後の課題

市町村の作成する防災カノレテ（防災地図）

はその日的から住民 に理解されていてこそそ

の目的 が達成さ れた と言 える。 この場 合

（１）行政責任の問題（２）新たな不利益の

発生（３）個人情報的性格の強い もの等の取

扱いには特に慎重な対応を要する。県は県下

53市町村のカルテの整備を図る計画であるが、

予算而から地区が限定されているため今後こ

れをカバーしてゆくための財政力の有無、環

境等の変化に十分対応してゆくため数年後の

見直しなど諸々の課題は山積している。県は

市町村の防災体制の充実強化を図るうえで、

今後とも側面的な援助など努力してまいりた

い。終りに当該事業の推進に当たっては、消

防科学総合センターに色々御助言を賜り厚く

お礼申しあげる。
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